
 

鳥取県告示第339号 

平成21年鳥取県告示第160号（指定代理納付者の指定について）の一部を次のように改正し、平成21年５月８

日から施行する。 

 

平成21年５月８日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

  

指定代理納

付者の名称 

 

 

指定代理納

付者の主た

る事務所の

所在地 

指定代理納

付者に納入

させる歳入 

 

歳入を納付

させる期間

 

指定代理納

付者の名称

 

 

指定代理納

付者の主た

る事務所の

所在地 

指定代理納

付者に納入

させる歳入 

 

歳入を納付

させる期間

 

 

 

ヤフー株式

会社 

東京都港区

赤坂九丁目

７－１ 

 

 

 

インターネ

ットを利用

して納付す

る「鳥取県

こども未来

基金」への

寄附金 

平成21年４

月１日から

平成22年３

月31日まで

 

ヤフー株式

会社 

 

 

東京都港区

六本木六丁

目10－１ 

 

 

インターネ

ットを利用

して納付す

る「鳥取県

こども未来

基金」への

寄附金 

平成21年４

月１日から

平成22年３

月31日まで

 

  

 


